
見える「番号」とそれに係る個人情報の保護のイメージ

行政機関、地方公共団体又は関係機関の職員等

「番号」に係る個人情報とは、「番号」及び情報保有機関において、「番号」に紐づけられて保有され、情報連携基盤を通じた情報連携の対象となる社会保障
及び税分野の個人情報をいう。この個人情報については、法令によりその利用範囲・目的が具体的に特定されることとなる。

職務上必要な「番号」に係る個人情
報を複製する。

法令に基づき「番号」を取り扱い得る事業者又は
その従業者等

「番号」が券面に記載されているＩＣカードを本人確認書類として用いた事
業者が考えられる。
なお、「番号」は、ＩＣカードの裏面に記載するなど、「番号」ができるだ
け複写されない措置を検討する。

健康保険組合の被保険者名簿など、

業務に必要なデータベースを作成
する。

業務上知り得た「番号」を文
書や電子媒体に記録する。

職務上必要な「番号」に係る個人情報
のデータベースを作成する。職務上必要な確認を行うための

「番号」に係る個人情報を閲覧する。

業務により「番号」を知り得た事業者又はその従業
者等（左記により知り得た「番号」を除く。）

・職務外の閲覧・複製・データ
ベースの作成

・正当な理由の無いデータ
ベースを作成する。

・業務上知り得た番号を文書や電
子媒体に記録する。

番号の記録されたデータベースを
作成する。

現時点では、金融機関及び健康保険組合及び源泉徴収義務者たる事業者
等が考えられる。
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